
 

 

 

 函館市事務分掌規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和５年３月２８日 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹 

 

函館市規則第９号 

   函館市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 函館市事務分掌規則（平成５年函館市規則第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１項企画部の項中「企画管理課 庶務係」を 

「企画管理課 庶務係 

 地域デジタル課  」 

 第２条第１項財務部の項中「 調 度 課」を 

「 調 度 課      

 公共施設マネジメント室」 

 第３条企画部企画管理課庶務係の項の次に次のように加える。  

   地域デジタル課 

     (1) 地域のデジタル化に係る施策に関する企画および総合調 

      整に関すること。 

 第３条総務部文書法制課の項第１０号中「公文書公開審査会」を「情

報公開・個人情報保護審査会」に改め，同項中第１３号を削り，第１４

号を第１３号とし，第１５号を第１４号とし，第１６号を第１５号とす

る。 

 第３条財務部の項中 

「   (6) 業務の委託に関すること。」を 

「   (6) 業務の委託に関すること。           

 公共施設マネジメント室                 

    (1) 公共施設等の維持管理の適正化の推進および総合調整に 

     関すること。                    」 

に改める。 

           に改める。 

             に改める。 



 

 

 

 第３条子ども未来部母子保健課の項第５号を削る。  

   附 則 

 この規則は，令和５年４月１日から施行する。 


